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県内の養豚農場における豚熱の患畜の確認について

3月29日、県内（奈良市）の養豚農場において、家畜伝染病である豚熱を疑う事例が発

生し、県家畜保健衛生所の検査で陽性が確認されたのを受けて、翌30日に農研機構動物

衛生研究部門で精密検査を実施した結果、31日、患畜であることが確認されました。

県では、国の指針に基づき、当該農場の飼養豚の殺処分等、必要な防疫措置を開始し

ますのでお知らせします。

なお、本県での豚熱の発生は、昭和37年以来となります。

※動物衛生に関する専門研究機関

１ 農場の概要

所在地：奈良市

飼養状況：約１，１００頭（繁殖豚約２７０頭、肥育豚約８３０頭）

２ 経緯

令和3年3月29日（月）

10時30分 農場から県家畜保健衛生所に「死亡頭数が増加している」との連絡

11時20分 県家畜保健衛生所が立入検査を実施

20時30分 県家畜保健衛生所での遺伝子検査の結果、陽性を確認

令和3年3月30日（火）

21時00分 奈良県特定家畜伝染病防疫対策本部第２回本部会議を開催

令和3年3月31日（水）

1時00分 農研機構動物衛生研究部門で精密検査を実施した結果、豚熱野外株と確

認

2時00分 豚熱の患畜と判定

３ 今後の予定

令和3年3月31日（水）

2時00分 防疫措置の開始

令和3年4月2日（金）殺処分完了（見込）

令和3年4月4日（日）埋却処分完了（見込）



４ そ の 他

（１）本県はワクチン接種地域であることから移動制限区域、搬出制限区域の設定

は行いません。

（２）県内養豚農家に消毒用の消石灰を配布予定です。

（３）消毒ポイントの設置箇所を現在検討中です。

５ 報道機関へのお願い

1) 豚熱は、豚、いのししの病気であり、人に感染することはなく、感染豚の肉が市場

に出回ることもありません。また、ワクチンを接種した豚についても安全性が認め

られています。

2) 各農場への取材は、豚熱に限らず家畜伝染病のまん延を引き起こすおそれがあるこ
と、農家の方のプライバシーを侵害しかねないことから、厳に慎むようお願いしま
す。

3) 今後とも、迅速で正確な情報提供に努めますので、生産者等の関係者や消費者が根
拠のない噂などにより混乱することがないよう、ご協力をお願いします。


